
役場の窓辺から yakuba no madobe kara

総
務
課　
自
治
防
災
室　
☎（
56
）２
２
２
０

税
務
住
民
課　
税
務
室　
☎（
56
）２
２
２
３

　新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点
からも、より安心・安全な自宅からの e-Tax を
ご利用ください。まだマイナンバーカードをお
持ちでない方は、来年の確定申告に備え、マイナ
ンバーカードを作りましょう。

　現在、税務住民課で行っている『マイナンバーカード申請補助サービス』
を、確定申告会場に特設コーナーを設けて実施します。申請のために必要
な顔写真を無料で撮影し、申請の補助を行います。確定申告の待ち時間に、
ぜひご利用ください。

確
定
申
告
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
活
用
し
た

�

ｅ
︲
Ｔ
ａ
ｘ
が
大
変
便
利
で
す
！

確定申告会場で
　マイナンバーカード申請を受け付けます！

実 地 日 受付時間 会　　　　場 対　象
２月２3日（火・祝）

午前９時
 ～正午

北部地域振興センター

全地区対象
3月 ２日（火） （総合支所２階 会議室）
3月 7日（日） 山村開発センター

（２階 大会議室）3月１２日（金）

★�マイナンバーカード申請補助サービスは、確定申告の会場以外でも役場本庁及び総合支所の窓口で随時
実施しておりますので、ご活用ください。また、５名以上のグループで申請していただければ指定された
会場にお伺いして申請受付を行います。詳しくは税務住民課（☎56-2222）にお問い合わせください。

【マイナンバーカード申請から受け取りまでの流れ】

【申請受付当日に必要な持ち物】
□ 通知カード ※ 紛失された方は、当日紛失届を記入していた

だきます。
□ 本人確認書類（原本）２点　※次の３つからお選びください。
❶Ａ書類…２点 （例：運転免許証 ＋ パスポート）
❷Ａ・Ｂ書類…各１点ずつ （例：運転免許証 ＋ 健康保険証）
❸通知カード返納（必須）の上、
　Ｂ書類…２点 （例：通知カード＋健康保険証＋介護保険被保険証）

Ａ書類 運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、身体障害者手帳�など
（公的な機関が発行した顔写真付きの身分証明書）

Ｂ書類 健康保険証、介護保険被保険証、医療受給資格者証、国民年金手帳、各種年金
証書、社員証�など

□ 住民基本台帳カード ※お持ちの方は返納が必要です。
□ 認め印（シャチハタ印は不可）

確定申告・住民税申告のお知らせ
令和２年分 確定申告・住民税申告

【各地区の相談日】※役場職員が申告相談を行います。

◆ 感染防止の３つの基本「身体的距離の確保」「マス
クの着用」「手洗い」の徹底をお願いします。

◆ 検温のお願い：当日37.5度以上の熱がある方は、当
日の受付はお断りさせていただきます。

◆ 申告会場（ロビー）に入場できる人数を制限させてい
ただきます。
※受付が終わりましたら、申告時間まではロビー又
はお車などでお待ちいただきます。

◆ 混雑緩和のため、できるかぎり申告される方のみの
来庁をお願いします。

◆ 一人への対応時間を短縮するため、営業・農業があ
る方は「収支内訳書」（収入と経費をまとめる）、医療
費控除を受ける方は「医療費控除の明細書」など、必
ず資料をまとめる又は事前に作成してお越しくださ
い。

【来場される方への感染防止対策のお願い】

□ 印鑑（認め印）
□ 源泉徴収票（給与所得者・年金受給者）
□ 収支内訳書（農業・営業・不動産所得等のある方）
□  報酬等の支払調書、個人年金や保険の満期受取金

等の支払証明書
□  生命保険や地震保険料（旧長期損害保険料）の支

払証明書
□ 障害者手帳（保持している場合）

□  医療費控除の明細書（医療費の支払額・保険金な
どで補てんされる金額を記載したもの）

□ 本人名義の通帳（還付の方のみ）
□ 昨年分までの確定申告書などの控え
□  本人確認書類（マイナンバーカード又は通知カー

ドと身元確認書類など）
□  利用者識別番号（確定申告のお知らせハガキ、通

知書）

【申告に必要な持ち物】※筆記用具、電卓の用意をお願いします。

申告期間は２月16日（火）から３月15日（月）まで

相談時間は午前９時から正午まで、午後１時から３時まで
【３月の相談会場】

実施日 曜日 会場 対象地区 備考
3月1日 月

北部地域振興センター
（総合支所）２階会議室

大谷・桑野山・前山・
田代・柳三

3月2日 火
全地区対象

島田税務署
職員対応

3月3日 水

3月4日 木 山村開発センター
２階大会議室 徳山

島田税務署
職員対応

3月5日 金
3月6日 土
3月7日 日

山村開発センター
２階大会議室

全地区対象 午前のみ 
3月8日 月 上長尾・瀬平
3月9日 火 藤川・八中
3月10日 水 水川・梅高
3月11日 木

全地区対象
3月12日 金
3月13日 土
3月14日 日 山村開発センター

２階大会議室 全地区対象
午前のみ

3月15日 月
 ⇒マイナンバーカード申請受付日

【２月の相談会場】
実施日 曜日 会場 対象地区 備考

2月16日 火

山村開発センター
２階大会議室

下長尾・田野口
2月17日 水 久野脇・壱町河内
2月18日 木 久保尾・地名
2月19日 金 高郷・下泉
2月20日 土
2月21日 日
2月22日 月

北部地域振興センター
（総合支所）２階会議室

接岨・大間・奥泉
2月23日 火 全地区対象 午前のみ 
2月24日 水 平栗・寺馬・千頭
2月25日 木 小長井・上岸

2月26日 金 崎平・青部・
坂京・洗富小幡

2月27日 土

2月28日 日 北部地域振興センター
（総合支所）２階会議室 全地区対象 午前のみ

※ 午前中は対象地区を優先して相談を行いますが、午後受付であれ
ば、対象地区以外の方も相談を行います。

※ ３月２日、３月４日は島田税務署職員も対応しますので、消費税申
告、譲渡所得（土地、株式）等の相談はこの機会をご利用ください。

【問】税務住民課　税務室　☎（56）2223

ここにも、一つの物語。
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